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会 議 録 

会議の名称 文化財保護審議会（第３回） 

開催日時 令和４年(2022 年)３月８日 開会 13：30 閉会 15:00 

開催場所 つくば市役所２階 職員研修室２ 

事務局（担当課） 教育局文化財課 

出 

席 

者 

委員 藤川昌樹（会長）、毛塚裕之、岡野一穂、大関武、杉原薫、

大村千博、黒江将太、柴原正好 

その他  

事務局 吉沼教育局長、石橋文化財課長、宇津野同課長補佐、 

広瀬同課係長、久保田同課主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（１）令和３年度事業報告について 

（２）平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計について 

（３）その他 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）令和３年度事業報告について 

（２）平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計について 

（３）その他 

４ その他 

５ 閉会 
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３ 議事 

（１）令和３年度事業報告について 

事務局：資料に基づき説明。 

委員：「１ 文化財の調査(４)市史編さん事業」にある「谷田部沼尻家文書」で

すが、谷田部の沼尻家は、小田四天王である沼尻又五郎の子孫であると公言

していたかと思いますが、それについて関連する資料はありましたか。 

事務局：八田知家が源義朝の子供として位置付けられている家系図がありまし

た。おそらく幕末に作られたものです。家に関わるものですし、御家族の希

望もあって、沼尻家で大事に保管してください、としています。その他二宮

尊徳の手紙も同様に家で保管していただくことにしました。沼尻家から寄託

を受けた古文書は、つくば市史史料集でも取り上げた近世古文書の木箱１箱

分で、市で保管しています。 

委員：沼尻又五郎や、中世の史料ではないということですね。 

事務局：はい。以前、史料集を作る際にも調査していますが、中世関係のものは

なかったということです。 

委員：分かりました。 

会長：他はいかがでしょうか。 

委員：追加資料「自然文化財基本調査の市民向け報告書作成に向けて」１ペー

ジ目下部「候補木樹種」にあるイヌツゲは、平沢官衙遺跡から出土したタブ

ノキと同じ、ということでよろしいですか。クスノキと言っていたはずです

が。 

事務局：花室の「大つげ」に説明板を付けた際に、当時委員をされていた先生に

も相談した点を御紹介させていただきます。この辺りで生け垣等にも使われ

ているツゲノキは、大体はイヌツゲという木だそうです。ツゲには、本ツゲ

と呼ばれる木がもう一種類あり、葉のつき方と葉の形で見分けています。そ

ういった違いなので、ここに記載されているものはツゲノキで、クスノキや
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イヌグスとは別の木ということでよいかと思います。 

大きな木であるかどうかですが、一般的に環境庁で「巨樹」としているの

が、目の高さで周囲３ｍ以上というのが一つの基準になっています。ですが、

樹種によって大小もありますので、ここのイヌツゲはおそらく花室の「大つ

げ」そのものではないかと思います。枝が分かれているものは枝ごとに大き

さを測って、その合計で何ｍかという書き方もするようです。 

会長：この巨樹等調査の市民向け報告書ですが、Ａ４サイズ 100 ページですと

一般市民向けには少し重たいような気もします。市民の方が気軽に見に行く

程度ならばマップがあった方がよい気がします。一方、調査記録としての価

値についてですが、もともと作っていただいた報告書は、印刷物として公表

していますか。 

事務局：印刷物として公表しているものではなく、市が委託事業の成果品とし

て受けている報告書のことです。 

会長：それでしたら、市民向けのものよりも、調査記録としての価値を持たせ

た、資料性のあるものを作っていただいた方がよい気がします。委託事業で

１部しか報告書がないと、担当が変わった際に紛失する可能性があります。

ですが、印刷してあれば、県や市の図書館に配架したり他自治体に寄贈した

りする形で、きちんと残していくことができると思うので、そういった御配

慮をお願いします。 

事務局：課としては、最初は写真集のようなものを想定していました。ですが、

調査をした方から調査手法や成果一覧はあった方がよいと御意見をいただ

き、結果的に民俗調査の報告書と似た形になります。ページ数は予算との関

係で調整する可能性もあり、実際は組んでみないと分からない状況です。 

会長：分かりました。他はいかがですか。 

委員：巨樹等調査の報告書は、インターネット上での公開などは考えています

か。私でしたらスマートフォンを持って、マップを開いたり、現地でデータ
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と見比べたりしたいですし、市民の方が実際に歩いて見学する際のアプロー

チについてはいかがですか。 

事務局：所有者の方とも相談した上で、見学ができるマップは可能な限り作っ

ていきたいと思います。ＧＰＳを付けて連動させることは技術的にできない

と思いますが、マップを独立した形でＰＤＦ形式での公開はしていきたいで

す。 

会長：資料１の全体に係る話ですが、括弧の中に書いてある数字は昨年度の部

分ですよね。そうすると、「３ 文化財の活用」で「ちびっ子博士事業現地開

催約 2,000 人（中止）としてしまうと、今年も中止となったように見えます。

会議録作成時には気を付けてください。では、他にないようでしたら、次に

進みたいと思います。 

 

（２）平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計について 

事務局：資料に基づき説明。 

会長：柱位置表示の件が懇話会ではかなり話題になったとのことですが、どう

いう点が論点になったのかを共有させていただけたらと思います。 

事務局：多くの官衙遺跡では、柱の位置を示して、建物がたくさん並んでいた

ことを表示するのが一般的な手法ではあります。しかし、見ていて分かりや

すいか、面白いかという視点からですと、一般の方には分かりにくかったり、

よくあるパターンで面白みがなかったりというところは、座員の先生方も共

通認識としてありました。ですが、これに関して改善する明確な手段もあり

ませんでした、というのが、懇話会で問題になった点です。文化庁が問題に

したのは、柱表示が割りと早い段階で壊れてしまったにも関わらず、直さず

にそのまま捨て置いたのではないか、必要なかったのではないか、と指摘さ

れまして、それを再び同じように直してしまって大丈夫なのかという点です。 

会長：現状は、木が腐ってしまって分かりづらい状況ではあります。今回の再
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整備では腐朽対策をされるということですか。 

事務局：今回の再整備に際しては、最初から木を使う予定はありませんでした。

腐らないものということで、前回の審議会では鋼管やコンクリートの２種類

を使う予定であることを話しました。その時に、高さを１ｍとしていました

が、高くて子供が遊んでけがをしたら危険だということで再検討した結果、

Ⅱ期・Ⅲ期どちらともコンクリート製、60 ㎝と 30 ㎝としました。椅子にも使

えて、それほど高くもないですし、なにより全てコンクリート製ですので、

20 年で腐ることもなく、間違いなく次の再整備まで長持ちすると思います。

ですが、デザイン的に優れているかどうかという点では、従来からの王道手

段ではあるものの、悪く言えば面白みのないものになってしまっています。 

委員：例えばスマートフォンなどのカメラで映して、その場所に柱の形と合っ

たときに、建物のＣＧが出るといったようなＡＲ技術の可能性はあるかと思

います。ですが、予算や技術について大変だとは思うので。一案です。 

事務局：ＡＲについてですが、管理用データベース作成目的ではありますが、

筑波大学世界遺産専攻でＶＲのデータを作成し、データベースとして色々な

情報を入れていくような仕組みを作る実験を、平沢官衙遺跡でしています。

正確な建物の復元をＡＲでやろうとすると、文化庁の建物検討委員会のよう

な組織を通じた検討が必要になってしまうので、それが多少の制約にはなっ

てきてしまいますが、実証実験のデータを使って市の単費でやる限りは、例

えば板倉の写真を撮って、それを柱の寸法とかを詰めるなどの編集をして表

示するといった、簡略化したＡＲは案外簡単にできるという話ではあります。

なので、補助事業とは区別する形で、将来的に可能性があることかとは思っ

ています。その時にも、現地に何もないところに置くというよりは、現地に

あるものは何だろうと興味を持ってもらって、ＡＲで試してみるとこの場所

にも建物が建っていたのか、というのが分かるようなものがあった方がよい

かと思います。文化庁の考えがどうなのかは分かりかねますが、柱表示なし
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で全部ＡＲにするのも方法としてはあり得ます。しかし、平沢官衙遺跡の場

合は復元建物が現にあるわけですから、ＡＲありきの整備をしていく必要が

ない、というのが私たちの考えです。あくまで復元建物があって、それを補

助するためのＡＲという位置付けで、将来的に市の単独事業として考えてい

く話かと思っています。 

委員：柱位置表示があった上で、これは何だろうというときに、画面上で発生

するものがあると、どちらも活きるような気はします。 

事務局：懇話会の中でも、柱位置表示だけだと、理解もイメージもしにくいと

いうのが意見です。イメージ図を作って伝える方法を工夫できないかですと

か、また、柱位置表示自体もデザイン的な工夫ができないか、デザイナーに

任せたらどうか、という意見もありました。ですが、それが分かりやすいか

どうかを考えると、王道に寄っていってしまうのが正直なところです。検討

の結果、今の案はコンクリートで復元するような形になっている、と。ただ、

デザインや色については、実施設計の段階で、まだ変更の余地もありますの

で、来年度以降、懇話会の先生方と一緒に現地で検証の機会を設けていこう、

ということになっています。 

会長：他はいかがでしょうか。少し進めていただいて、また元に戻って御指摘

いただいても結構ですので、事務局は引き続き説明をお願いいたします。 

事務局：資料に基づき説明。 

会長：では、皆様方から御質問や御意見等お願いいたします。 

委員：前の部分になりますが、23 ページ「筑波郡司層の人名史料」について。

筑波郡司の娘である壬生宿禰小家主が、「平城宮跡出土の木簡からは、竹波

命婦とも呼ばれた“らしい”ことが知られている」とあります。この木簡は数

年前に国宝にも指定され、「竹波」の文字がはっきり読める貴重な資料です。

私の記憶ですと、つくば市の文化財課から出ている他の資料には、「竹波命

婦と“呼ばれていた”」と断定された記述になっているものあります。ですか
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ら、木簡の出土の中にその記録があるということで、資料があるものについ

ては“らしい”という部分は取ってしまってもよいのではないかと思ってい

ます。 

事務局：「壬生宿禰小家主」と「竹波命婦」が同一人物であることが確定してい

るか、“らしい”の表記についてですが、確認して見直します。 

委員：竹波命婦について研究した論文は多く出ており、断定されたものも多い

です。ですから、記録にきちんと残っているようなものについては、表記は、

一般的に見られる表記でよい気がします。 

会長：他にはいかがでしょう。では、私から。整備計画自体はこれから５年でし

ょうか。72 ページには、令和８年度までの整備事業計画が書いてありますが、

例えば、茅葺きは約 20 年で葺き替えるというようなことも書いてあります

し、この計画自体の時間的なスパンはどのくらいを想定していますか。 

事務局：まず保存活用計画があって、その下に今回の基本計画・基本設計が位

置付けられています。こちらの計画も工事としては５年を計画しており、全

体の活用や維持管理に関しては、保存活用計画の計画内である令和 12 年度を

見ています。ですから、保存活用計画を次回改定するときには、この計画は

終わって、それ以降は保存活用計画にて維持管理をしていく予定です。 

会長：それは、どこかに書いてありますか。 

事務局：73 ページの「第２節 活用・維持管理事業計画」に保存活用計画の一

部として更新するということで書いています。 

会長：最後に書くよりは、最初に書いた方がよいと思います。冒頭で、基本計画

・基本設計はどういうタイムスパンで考えているのかを、計画の目的などに

書いておいたらどうでしょう。１行で構いませんので。 

事務局：１ページの「第２節 計画の目的」に含めて書きたいと思います。本来

的には、これが補助事業としての再整備事業に係る部分の計画というのが第

一義ですが、やはり、点検や維持管理などが視野に入る部分で文化庁からの
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リクエストもあったので、位置付けを正確に分かるように書き足します。 

会長：ぜひお願いします。他にはいかがでしょう。では、今のことと関連して、

例の 125 号バイパスが近くを通る件については、まず反映していただいてど

うもありがとうございました。それについて、地元ではバイパスが桜川を渡

ることについての説明会が告知されているようでもあり、ここ最近で、計画

が急速に進んでいる気がしています。着工時期は未定という書き方ですが、

想定よりは早いのではないかと思います。その点は、どういうふうに把握さ

れていますか。 

事務局：土木事務所に計画の詳細を問い合わせました。そうしましたら、やは

り川を渡って県道にぶつける所までは予算も付いて、事業着手ができている

みたいです。ですがそれ以降は未定とのことで、具体的には計画がないとい

う回答をいただいております。 

会長：橋もすぐ簡単にできるわけではないでしょうし、それでしたら結構です。

他にはいかがですか。 

事務局：最終案ということで出しておきながら恐縮ですが、70～71 ページの「第

２節 維持管理計画」で今後の維持管理の費用について触れて書いています。

ただ、維持管理計画の金額については、まだ決まっていない部分もあります

ので、果たしてこういった形で出してしまってよいのかは、議論の余地があ

ります。金額を出さないとすれば、点検の頻度などを書く部分に変わってく

るかと思いますが、この部分について、御意見ないしは検討次第で、今後変

更があり得ることを御了承いただければと思います。 

会長：これを見ると「概算される」「見込まれる」という書き方をされています

が、値段が上がったときに財政部局から指摘を受けないかどうかを、心配し

ています。というのも、今、ウクライナ侵攻などもあり、全体的に経費が上が

る可能性があるので、もしかすると「見込まれる」というよりも「これまでの

実績としてはこうだった」という書き方を中心にした方がよいかもしれない
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ですね。ある程度、それが簡単に見られるところに記されているということ

は、おそらく数年後になると分からなくなってしまう可能性が高いので、あ

った方がよいと思います。「見込まれる」よりは、「過去何年はこうだった」

という実績の書き方をしておいた方がよいかもしれませんね。 

事務局：それも踏まえて、検討次第で変更があり得る部分であると御了承くだ

さい。 

会長：他はよろしいですか。よろしければ、この平沢官衙遺跡再整備基本計画・

基本設計案というのは、本日いただいた多くの御意見を踏まえていただくと

いうことで、この審議会として承認したということでお願いいたします。 

それでは「４ その他」の案件についてお願いします。 

事務局：その他としては事務局からはありません。 

会長：それでは、事務局に進行を戻します。 

事務局：会長におかれましては、議長として議事を進行していただきありがと

うございました。それではこれをもちまして令和３年度つくば市文化財保護

審議会第３回会議を終了いたします。本日はお忙しいところ御出席いただき

ましてありがとうございました。 

 

（15：00 終了） 

 



令和３年度第３回つくば市文化財保護審議会  

～ 次 第 ～ 

 

                 日時：令和４年３月８日（火）午後１時 30分～ 

                 会場：つくば市役所２階 職員研修室２ 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 議事 

(1) 令和３年度事業報告について 

(2) 平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計について 

(3)  その他 

 

４ その他 

 

５ 閉会 
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令和３年度第３回文化財保護審議会資料 

令和３年度 文化財保存活用事業報告 
令和４年(2022年)３月８日：つくば市役所職員研修室２ 

 

※()内は令和２年度実績 

 

１ 文化財の調査 

（１）各種文化財基本調査事業 

   ・巨樹等調査の市民向け報告書作成に向けた現況確認 

（２）埋蔵文化財調査・保存事業 

   ・開発等対応の試掘・確認調査 44件(39件)、本発掘調査６件(２件)、民

間調査機関による記録保存調整６件(１件)（３月末見込み） 

（３）小田城跡確認調査事業 

   ・減額査定された補助事業費の範囲で整理調査を実施 

（４）市史編纂事業 

  ・市文化財専門員が継続 

・つくば市史史料集第 16編『古来村御用留（下）』を刊行 

・谷田部沼尻家文書の寄託・寄贈を受ける 

・谷田部藩主細川興隆書状を購入 

 

２ 文化財の保存 

（１）文化財保護審議会事業 

   ・４/28、10/14、３/８の３回開催(２回) 

（２）市管理文化財維持管理事業 

・指定文化財草刈り等 

・市所有・管理文化財修繕は緊急案件が未発生で０件(２件) 

・説明板設置・修繕 市指定史跡日向廃寺跡での改修１件(１件) 

（３）小田城跡保存事業 

   ・１筆・335.49㎡を買収(1,425.82㎡)。Ｃ地区、案内所の南近接地 
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（４）金田官衙遺跡保存事業 

   ・３筆・15,270.61㎡を買収(6,500.03㎡)。区画整理事業地内が終了。 

公有化率 99.4％(79.0％) 

（５）民有文化財補助事業 

   ・大塚家住宅火災報知設備管理事業、同火災報知設備修繕事業、無形民俗

文化財保存事業（上境ひょっとこ・田倉三匹獅子）計５件(５件) 

 

３ 文化財の活用 

（１）文化財展示講座等事業 

・11/13～２/23 巡回企画展「つくば市の遺跡と発掘調査 -先人の営み

を探る-」 来場者約 1,200人（1,565人） 

11/23 体験講座「土器にさわろう！埋蔵文化財整理体験」 参加者 12

人(18人) 

12/11 講演会「『常陸国風土記』と考古学-筑波郡・河内郡を中心に-」

（講師：大関武委員） 受講者 62人(58人) 

・４/29～６/13 小田城写真展～小田氏関係の寺院風景～ 

・５/３～５/５ 平沢官衙遺跡特別開扉 

・７/17～７/30 ちびっ子博士事業現地開催約 2,000人（昨年度：中止） 

・10/13～11/24 初歩からはじめる古文書講座。受講者 18人 

・11/６ 平沢官衙遺跡周辺歴史ウォーキング。参加者 16人 

・１/15 小田城冬の陣・どんど焼き。参加者約 2,000人(約 1,000人・冬

の陣未実施) 

・１/29 平沢官衙遺跡芝文字と文化財防火訓練。 

参加者 83人(昨年度：中止) 

・その他の史跡での恒例の催事は、これまでコロナ禍で中止 

（２）学校での伝統文化教育支援事業 

  ・市内学校教諭への研修講座はコロナ禍により中止、資料を配布 

・学校への解説２件(６件)・出前授業３件(２件)・リモート授業１件

(１件)（３月末見込） 

・ちびっ子博士用の施設紹介動画４件を一部編集し、市 HPで公開 
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   ・発掘調査の子供向け解説資料を作成 

（３）文化財サポーター事業 

   ・10/12～12/21 第３回解説ボランティア養成講座（桜地区・谷田部地区

対象）。受講者８人(６人)、登録者計 23人(15人) 

   ・７/27 ボランティア登録者対象の研修会。参加者７人 

（４）文化財展示施設管理事業 

   ・コロナ禍の影響で８/18～９/21 休館。その他は入場者数や団体見学対

応の制限等をしながら開館 

   ・平沢官衙遺跡歴史ひろばの多目的トイレ改修等、修繕や維持管理を実施 

・平沢官衙遺跡歴史ひろばの復元建物について、11 月に板倉の屋根部材

が落下、１月に土倉のグシ西側が破損。ともに応急措置工事を実施 

（５）平沢官衙遺跡再整備事業 

・平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計を年度内に策定 

・「平沢官衙遺跡再整備懇話会」を４回開催して内容を検討 







資料２
令和３年度文化財活用事業

体験講座「土器にさわろう！埋蔵文化財整理体験」
（11/23・出土文化財管理センター）

平沢官衙遺跡周辺歴史ウォーキング（11/6）

初歩からはじめる古文書講座（10/13～11/24・小田
城跡歴史ひろば学習室）

第３回文化財開設ボランティア養成講座（10/12～
12/21・桜歴史民俗資料館ほか）

小田城冬の陣・どんど焼き（1/15・小田城跡歴史ひろ
ば）共催

新春芝文字と文化財防火訓練（1/29・平沢官衙遺跡
歴史ひろば）共催

巡回企画展「つくば市の遺跡と発掘調査 -先人の営
みを探る-」（11/13～2/13・小田城跡歴史ひろば案内
所、谷田部郷土資料館）

講演会「『常陸国風土記』と考古学-筑波郡・河内郡を
中心に-」（12/11・つくば市役所201会議室）



資料３
令和３年度　平沢官衙遺跡歴史ひろば復元建物応急措置

土倉屋根破損状況 土倉屋根破損状況

土倉屋根応急措置状況 土倉屋根応急措置状況

板倉修理前状況 板倉榑板の劣化状況

板倉屋根応急措置状況板倉屋根応急措置状況
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令和３年度第３回文化財保護審議会資料 

 

「史跡平沢官衙遺跡再整備基本計画・基本設計」策定事業について 

 

令和４年(2022年)３月８日：つくば市役所職員研修室２ 

  

１ 事業概要 

  復元建物屋根や柱位置表示等の経年劣化が顕著な国指定史跡平沢官衙遺跡

について、国庫補助事業として大規模改修を基本とした再整備事業を行う。令

和３年度は、再整備基本計画・基本設計を策定する。 

 

２ 基本計画・基本設計策定の進捗状況等 

・ 研究者等５名からなる平沢官衙遺跡再整備懇話会をこれまでに４回開催

し、策定中。再整備懇話会、文化財保護審議会で意見聴取しながら案を作成

中（整備内容・年次計画・費用は別添計画書）。 

・ 内容は、耐久性を高めた改修と解説板新設及び QRコードを利用した解説

方法・内容の充実が主体。 

・ 令和４年度実施設計、令和５～８年度整備事業を計画。 

・ 事業は国庫補助を受けて実施、補助率は 1/2。 

 

３ 今後の基本計画・設計策定の日程 

２月 18日 第４回史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会（最終案の決定・承認） 

２月 21日 ２月定例教育委員会（最終案の報告） 

３月８日  市文化財保護審議会（最終案の承認） 

３月中旬  教育長決裁での計画策定 

３月 31日 ３月定例教育委員会（策定した計画の報告） 
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主な修正箇所について 
 

誤字・脱字や用語の間違いなどは、適宜修正しています。それ以外で加筆・

修正、または項目の追加等をした部分を一覧で記入しています。これらを中心

にご確認いただけますと幸いです。 

 
○第１章 第１節 計画策定の経緯 １頁 

  → 経緯の最後に案内所は別途検討する旨を追加 

 

○第１章 第４節 ４『史跡平沢官衙遺跡保存活用計画』における再整備の施

策 ５・６頁 

  →再整備の記述のみに変更し、案内所は今回計画の対象外を追加 

 

○第２章 第２節 １交通 ８頁 

  →１２５号線バイパスの記述を追加 

 

〇第２章 第２節 つくば市全体図 ９頁 

  →大きいものに変更。土浦駅や上高津貝塚、土浦城跡など追加 

 

〇第２章 第２節 ２観光 ９頁 

  →ジオパークと自転車の拠点施設とする旧筑波東中学校を追加 

 

○第３章 第１節 16頁 

  → 指定告示内容のため表記の仕方を変更 

 

○第３章 第２節 （１）－②遺跡の時代と性格 20頁  

  → 文章を整理・修正 

 

○第３章 第２節 ４（１）柱位置表示 25頁 

  → 10cmの盛土の記述を追加 

 

○第３章 第２節 ５ （１）①平沢地区 26頁 

  → 八幡神社付近の文章を整理・修正 

 

○第３章 第２節 ５ （２）周辺地域 29頁 

  → 桜川流域の真壁城跡、上高津貝塚、土浦城などの記述を追加 

 

○第３章 第２節 ５ （２）周辺地域 

  →９頁のつくば市全体図を大きくし、周辺の国指定史跡位置図を削除 
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○第３章 第３節 １アンケート調査 30頁 

  → 柱位置表示の低評価を追加 

  → NPOへの聞き取り概要を追加 

 

○第３章 第３節 ４施設管理・運営の状況 31・32頁 

  →施設管理・運営のソフト的な側面が抜けていましたので追加。過去５年

間の経費も追加。 

 

○第３章 第３節 ５施設維持・修繕の状況 32・33頁 

  →柱位置表示の修繕状況を詳細に記述 

  →■となっていた部分の年代などを記入 

 

○第３章 第４節 ３ 近隣・周辺文化財との関係での課題 34・35頁 

  →評価者や、文章を修正 

  →整備当初の状況がわかる写真を追加 

 

○第３章 第３節 ２ （１）柱位置表示 36頁 

  →125号バイパスの影響を加筆 

 

○第４章 第１節 １基本理念 37頁 

  →「史跡の本質的価値」の記述がなかったため、この部分に追加 

 

○第５章 第３節 １柱位置表示 55頁 

  →文章の修正と、実施設計での「以上による計画案を基本とし、実施設計

での再検討は否定されない。」旨追加 

 

○第５章 第３節 ２ ⑦建物解説板 63頁 

  →仕様は変更しないが、雨水がかかりにくいよう、内側へ移動 

 

○第５章 第４節 情報発信 68頁 

  →案内所でのタブレット貸出を削除 

  →Wi－Fiの不設置理由を削除し、今後状況に応じて検討を追記 

  →筑波大学の実証実験の今後の活用を追記 

 

○第６・７章 69～73頁 

  →今まで整備後の計画が抜けていたため、公開活用や維持管理の計画を追

加し、事業計画でも活用・維持管理計画を追加 
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